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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

【医療分】 
  ☑ 行った 
（実施状況） 
 ・平成２８年１１月２２日 鳥取県医療審議会において議論 

【介護分】 
 ☑ 行った 
（実施状況） 
 ・平成２８年３月２３日 鳥取県介護人材確保対策協議会において議論 

 
 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・特に指摘なし。 
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２．目標の達成状況 

 
平成27年度鳥取県計画に規定する目標を再掲し、平成27年度終了時における目標の達成状

況について記載。 

 

■鳥取県全体（目標と計画期間） 

１．目標 
鳥取県においては、医療機関の役割分担と連携、在宅医療・介護の確保、医療・介

護従事者の確保と資質の向上等の課題を解決し、医療や介護が必要な者が、地域にお

いて安心して生活できるよう以下を目標に設定する。 
【医療分】 
 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

高齢化が進む中で医療機関が機能分担し、連携して必要な医療を適切な場所で提

供できる体制を整備する 
（ア）急性期医療だけでなく、回復期・慢性期の医療を提供 
（イ）精神科医療をはじめ、入院医療から地域生活への移行を推進 
（ウ）医療機関（医科、歯科）、訪問看護ステーション、薬局、福祉サービスを行う 

機関の相互の連携を深め、災害時の連携にも対応 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

   希望すれば在宅で療養できる地域の実現に向け、在宅医療（歯科・薬科を含む。）

を推進する。 
    （ア）在宅医療を調整する拠点を整備し、在宅医療を提供する機関の連携や多職種

の連携を強化（ただし、市町村の範囲を超える事業が対象） 
    （イ）在宅医療を担う機関を整備・充実するとともに、人材を確保・育成 
    （ウ）かかりつけ医を持つこと、医療機関の機能分担、在宅医療などを住民へ啓発 
 
 【定量的な目標値】 

  ・訪問看護師の新規雇用者数 ２０人 

  ・訪問看護ステーションの新規サテライト設置数 ３箇所 

 

③ 医療従事者の確保に関する目標 
継続した医療提供体制の確保に向け、質の高い医療人材の育成・定着を進める。 

    （ア）質の高い医療人材を養成・確保 
    （イ）高度・多様化する医療に対応できる医療人材のキャリア形成 
    （ウ）就労環境の整備・改善などにより医療従事者等の負担軽減及び定着促進 
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 【定量的な目標値】 

   ・病院勤務医師数 H27：1,114 人 → H30：1,130 人 
1088 人(H26 計画策定時点) → 1,114 人(H27 計画策定時点) 
→ 1,130 人(H30 年度目標) 

   ・看護師県内就業者数 560 人増（H27→H30） 
 
【介護分】 
○介護現場での人材の確保 

  ・介護事業所で働く介護職員数 H24:10,097 人 → H37:12,193 人 
  ・離職率：H20-24(5 年間平均)16.1% →15%以内 
○地域包括ケアを支える人材の養成 

 
２．計画期間 
  平成２７年度～平成２８年度 
 
□鳥取県全体（達成状況） 

【医療分】 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
１）目標の達成状況 

地域医療構想の達成のために必要な回復期病床等を約８０床整備した。 
 ２）見解 

病床転換及びそれに伴う施設設備整備に対する支援を行うことで、病床機能分

化・連携の推進に一定程度つながった。 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
１）目標の達成状況 

  ・訪問看護師を新たに約２０人雇用した。 

  ・訪問看護ステーションの新規サテライトを新たに１か所設置した。 

 ２）見解 

訪問看護師の養成支援や訪問看護ステーション等の施設設備整備に対する支援を

行うことにより、在宅医療提供体制の強化に一定程度つながった。 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

③ 医療従事者の確保に関する目標 
１）目標の達成状況 
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  ・病院勤務医師数 H27：1,114 人 → H30：1,130 人 
1088 人(H26 計画策定時点) → 1,114 人(H27 計画策定時点) 
→1,116 人(H28 計画策定時点) → 1,130 人(H30 年度目標) 

  ・病院勤務看護職員数 H27：5,337 人 → H30：5,897 人 
5,337 人(H27 計画策定時点) → 5,394 人(H28 計画策定時点) 

→5,897 人(H30 年度目標) 
 ２）見解 

   医師の勤務環境改善の取り組みや看護職員確保のための看護師養成所等への支援

により、医療人材の育成・定着に一定程度つながった。 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

【介護分】 

○介護現場での人材の確保 

 １）目標の達成状況 

介護職員数や離職率のデータがそろっておらず、達成状況の詳細確認ができない。 

 ２）見解 

介護の認知度・イメージアップに向けた広報、職場体験、キャリアアップ研修の

支援、労働環境・処遇の改善に向けた専門職派遣により、介護人材確保に一定程度

つながった。 

 

○地域包括ケアを支える人材の養成 

１）目標の達成状況 

 認知症サポート医10名、地域包括ケア推進リーダー11名、介護予防推進リーダー

11名等を養成した。 

 ２）見解 

研修会の開催、専門職の派遣等により、地域の多様な人材の育成に一定程度つな

がった。 

【医療分】 

■県東部（目標と計画期間） 

１．県東部の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
県東部では、医療機関の役割分担と連携、在宅医療・介護の確保、医療・介護従事

者の確保と資質の向上等の課題が存在しており、これらの課題の解決に向け精力的に

取り組む。 
２．計画期間 
  平成２７年度～平成２８年度 
□県東部（達成状況） 
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 県東部の達成状況は、県全体に準じる。 

 

【介護分】 

■県東部（目標と計画期間） 

○介護施設等の整備 
（ア）地域密着型サービス施設等の整備への助成 
（イ）（ア）の開設準備経費等への支援 
 ・認知症高齢者グループホーム  

    〈県東部〉288 人 (23 か所) → 315 人(26 か所)  

 計画期間：平成２７年度～平成２８年度 

■県東部（達成状況） 

 継続中（平成２７年度の状況） 
○介護施設等の整備 
 平成２８年度に整備中。 

【医療分】 

■県中部（目標と計画期間） 

１．県中部の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
県中部では、医療機関の役割分担と連携、在宅医療・介護の確保、医療・介護従事

者の確保と資質の向上等の課題が存在しており、これらの課題の解決に向け精力的に

取り組む。 
２．計画期間 
  平成２７年度～平成２８年度 
□県中部（達成状況） 

 県中部の達成状況は、県全体に準じる。 

 

【介護分】 

■県中部（目標と計画期間） 

○介護施設等の整備 
（ア）地域密着型サービス施設等の整備への助成 
（イ）（ア）の開設準備経費等への支援 
  ・認知症高齢者グループホーム  

    〈県中部〉432 人 (27 か所) → 468 人(29 か所) 

  ・小規模多機能型居宅介護事業所  

    〈県中部〉200 人/月分(8 か所) → 229 人/月分(9 か所) 

  ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

    〈県中部〉0人/月(0 か所) → 50 人/月(2 か所)  

 計画期間：平成２７年度～平成２８年度 

■県中部（達成状況） 
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継続中（平成２７年度の状況） 
○介護施設等の整備 
 平成２８年度整備中。 

 （定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所については、市の公募に応じた事業者が

無かったため未実施。） 

【医療分】 

■県西部（目標と計画期間） 

１．県西部の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
県西部では、医療機関の役割分担と連携、在宅医療・介護の確保、医療・介護従事

者の確保と資質の向上等の課題が存在しており、これらの課題の解決に向け精力的に

取り組む。 
２．計画期間 
  平成２７年度～平成２８年度 
□県西部（達成状況） 

 県西部の達成状況は、県全体に準じる。 

 
【介護分】 

■県西部（目標と計画期間） 

【介護分】 
○介護施設等の整備 
（ア）地域密着型サービス施設等の整備への助成 
（イ）（ア）の開設準備経費等への支援 
  ・地域密着型特別養護老人ホーム 

    〈県西部〉 97 人 (4 か所) → 126 人 (5 か所) 

  ・認知症高齢者グループホーム  

    〈県西部〉507 人 (34 か所) → 579 人(38 か所) 

  ・小規模多機能型居宅介護事業所  

    〈県西部〉275 人/月分(12 か所) → 391 人/月分(16 か所)  

 計画期間：平成２７年度～平成２８年度 

■県西部（達成状況） 

【介護分】 継続中（平成２７年度の状況） 
○介護施設等の整備 
 平成２８年度に整備中。 
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３．事業の実施状況 

平成27年度鳥取県計画に規定した事業について、平成27年度終了時における事業の実施 

状況を記載。 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【１】医療情報ネットワーク整備事業 【総事業費】 

208,386 千円 
事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取大学医学部附属病院 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

スタッフや施設など医療資源には限りがある一方で、今後

増加が見込まれる医療需要に対応するため、医療機関が連

携して効率的な医療提供を進める体制の強化が必要。 

アウトカム指標：一般・療養病床の１日平均在院患者数の

減（Ｈ２７～Ｈ２８で▲１６０人） 

事業の内容（当初計画） 鳥取大学医学部附属病院が整備している医療機関同士の電

子カルテの相互参照システム「おしどりネット」について、

参加医療機関の拡大及び災害時のバックアップ機能の追加

等のシステム改修を行う。（参加医療機関の拡大：県内３機

関を想定。） 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

鳥取県内の医療情報ネットワークシステム「おしどりネッ

ト」の参加医療機関の拡充 
（１１機関 → ２５機関（26 計画（27 年度末時点））→２

８機関（27 計画（28 年度末時点）） 
アウトプット指標（達成

値） 

現在事業執行中であり、平成２７年度末で平成２７年度造

成基金による参加医療機関数無し。 
 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 
ネットワークシステムへの参加機関が増加することに 

より、患者情報の一元管理体制が強化され、病院間での診

療連携の促進につながるものと考えられる。 
（２）事業の効率性 
 患者情報の一元管理体制が強化されることにより、各病 
院間の情報共有が円滑に行われるようになり、診療連携の 
効率化につながったものと考える。 

その他  



   

8 
 

 
事業の区分 【１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設

備の整備に関する事業 
事業名 【２】モバイル端末の活用による訪問看護

等在宅医療を推進するための医療ネット

ワークを構築整備 

【総事業費】 
6,577 千円 

事業の対象となる区域 県西部 

事業の実施主体 養和病院 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、増加が見込まれる在宅患者等に対して、訪問看護等

在宅医療のネットワーク体制を構築すること等、在宅医療

に係る提供体制を強化することが求められている。 

アウトカム指標：病院・診療所以外での死亡割合 

事業の内容（当初計画） 切れ目のない医療情報連携を可能とするため、モバイル端

末の活用により、訪問看護等在宅医療を推進するための医

療ネットワークを構築・整備する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

モバイル端末を活用した地域医療連携システムの構築（県

西部区域に１か所） 
モバイル端末を活用した地域医療連携システムにより訪問

看護等在宅医療を推進する医療機関の増加（１か所） 

アウトプット指標（達成

値） 

県西部区域でモバイル端末を活用した地域医療連携システ

ムにより訪問看護等在宅医療を推進する医療機関が増加

（１か所） 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 
 県西部区域の医療機関（１箇所）にシステムを導入した 
ことにより、患者及び利用者の情報を多職種でタイムリー 
に共有できるようになり、在宅医療の推進、在宅とでの死 
亡割合の増加に貢献した。 
（２）事業の効率性 
可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事

業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す

ることのないよう努めた。 
 

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【３】地域医療支援病院・がん診療連携拠

点病院等の患者に対する歯科保健医療推進

事業 

【総事業費】 
10,997 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県西部 

事業の実施主体 岩美病院、山陰労災病院等 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、増加が見込まれる高齢の患者に対して、介護予防、

疾病予防の観点から、患者の口腔機能の向上が求められて

いる。 

アウトカム指標：自分の歯を有する者の割合 

８０歳台で２０歯以上：４０％ 

６０歳台で２４歯以上：６０％ 

事業の内容（当初計画） 地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対す

る歯科保健医療の推進するため、歯科診療に必要な設備を

整備する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

充実した歯科診療を実施する地域医療支援病院やがん診療

連携拠点病院の確保：２か所 

アウトプット指標（達成

値） 

充実した歯科診療を実施する地域医療支援病院やがん診療

連携拠点病院の確保：３か所 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 
 歯科診療に必要な機器の整備（３か所）により、がん患 
者に対する歯科の診療機能の強化につながった。 
（２）事業の効率性 
 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事 
業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す 
ることのないよう努めた。 
 

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【４】急性期医療充実設備整備事業 

 

【総事業費】 
211,493 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取市立病院、野島病院、山陰労災病院等 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

急性期医療の提供が不足している分野又は地域における医

療提供体制の強化 

アウトカム指標：急性期医療の提供が不足している地域又

は分野における医療提供体制の強化  
事業の内容（当初計画） 脳卒中等の医療機能が不足している救急医療分野や高齢化

に伴う眼科手術等の医療機能が不足している中山間地域等

において、将来各医療機関が担う予定である急性期機能を

補うための機器を整備する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

急性期医療の提供が不足している地域又は分野における医

療提供体制の強化 
アウトプット指標（達成

値） 

急性期医療の提供が不足している地域又は分野における医

療提供体制を強化するため、６病院に対して、超音波診断

装置、超音波白内障手術装置等を整備した。 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

急性期医療の提供が不足している地域又は分野における 
医療機能の強化につながった。 

（２）事業の効率性 

可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事 
業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す

ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【５】病床の機能分化・連携推進基盤整備

事業 
 

【総事業費】 
426,012 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取医療センター、鹿野温泉病院 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の進展に伴う医療需要の増加が見込まれる中で、効

率的で質の高い医療提供体制の確保のために、病床の機能

の分化及び連携の推進が必要 

アウトカム指標：地域医療構想上整備が必要な回復期機能

の病床整備 

事業の内容（当初計画） 急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービス

を地域において総合的に確保することを目的として、病床

の機能分化、連携を推進するため、病床転換及びそれに伴

う施設・設備整備を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

病床転換及びそれに伴う施設・設備整備による医療機能の

分化・連携の推進 

アウトプット指標（達成

値） 

急性期病床から回復期病床等への転換 約８０床 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 
 慢性期病床、地域包括ケア病床の整備に必要な支援を 
行ったことにより、病床の機能機能分化の推進につなが 
った。 
（２）事業の効率性 
 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう 
事業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を 
失することのないよう努めた。 
 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
（１）在宅医療を支える体制整備 等 

事業名 【６】在宅医療連携拠点事業 
 

【総事業費】 
30,229 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県東部医師会、鳥取県中部医師会、鳥取県西部医師会 
 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療、保健、介護（福祉）による包括的かつ継続的な在宅

医療の提供体制を構築するために、多職種の医療従事者の

連携が必要。 

アウトカム指標：病院・診療所以外での死亡割合 

事業の内容（当初計画） 地域の医療・介護関係者による協議の場の開催、在宅医療

に関する普及啓発活動等を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地区医師会が主体となって在宅医療の連携拠点を運営し、

地域における医療、保健、介護（福祉）の包括的かつ継続

的な在宅医療の提供体制を構築（３地区） 
アウトプット指標（達成

値） 

○在宅医療の連携拠点を整備：３か所 
○在宅医療に関する協議会・講演会等の開催：２８回 
○地域連携パス推進に関する協議会等の開催：１１回 
○在宅医療に係る貸出用機器整備：１か所 
○在宅医療先進地視察：１回 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

 在宅医療に関する協議会・講演会等を開催することで、

地域の医療従事者が職種を超えて連携することができた。 

（２）事業の効率性 

可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事

業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す

ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
（１）在宅医療を支える体制整備 等 

事業名 【７】在宅医療に係る医療連携体制の運営

支援事業 
【総事業費】 

5,566 千円 
事業の対象となる区域 県東部 

事業の実施主体 鳥取市立病院 
 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療を推進するために、医療機関と医療・介護従事者、

在宅患者の間の調整を担う役割が必要。 

アウトカム指標：病院・診療所以外での死亡割合 

事業の内容（当初計画） 地域ケア病棟を中心とした在宅患者の退院調整、急変時の

入院受入等、医療連携体制の運営や地域の医療・介護従事

者との情報交換会の開催を行う。さらに、地域住民への啓

発活動として講演会を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

在宅患者の退院調整や急変時の入院受入整備等に資する病

院との医療連携を行う拠点となる医療機関の整備（１箇所） 

アウトプット指標（達成

値） 

在宅患者の退院調整や急変時の入院受入整備等に資する病

院との医療連携を行う拠点となる医療機関の整備（１箇所） 

・院内多職種専門チームを統括する専任ＭＳＷの配置：

１名 

・在宅医療に関する市民医療講演会の開催：１回 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

専任のＭＳＷを配置することで、医療機関内外の在宅医

療連携の円滑化及び在宅復帰促進を図ることができた。ま

た、講演会を通じて在宅医療について地域住民に普及・啓

発することができた。 

（２）事業の効率性 

可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事

業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す

ることのないよう努めた。 

その他  

 
 
 
 



   

14 
 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
（１）在宅医療を支える体制整備 等 

事業名 【８】医療・介護情報の連携体制構築事業 【総事業費】 
3,786 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県 
 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療ニーズ及び介護ニーズのある高齢者が自宅等で生活を

継続できるよう、医療・介護の多職種による連携は急務で

ある。 

アウトカム指標：各圏域における入退院調整率の向上 

事業の内容（当初計画） 高齢者の入院から介護に至る医療及び介護関係者の情報共

有、連携体制を構築するための会議を開催する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

医療・介護関係者の会議（県全体１回、圏域ごと１回ずつ） 

アウトプット指標（達成

値） 

医療・介護関係者の会議（圏域ごと１回以上）、フォーラム

の開催（県全体１回） 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 
本事業により、退院調整状況を把握し、西部圏域におい

ては病院とケアマネ間の入退院調整ルールを運用開始する

など、関係者の連携を進めることができた。 
（２）事業の効率性 
可能な限り早期に事業に着手し、事業効果を失すること

のないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
（１）在宅医療を支える体制整備 等 

事業名 【９】在宅医療の人材育成基盤を整備する

ための研修事業 
【総事業費】 

2,446 千円 
事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県理学療法士会、鳥取県作業療法士会、鳥取県言語聴

覚士会等 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療の推進のために、在宅医療関係者の資質向上や多

職種間の連携が不可欠である。 

アウトカム指標：在宅医療に係る多職種の医療従事者の連

携 

事業の内容（当初計画） 在宅医療関係者の多職種連携研修や各専門職の質の向上に

資する研修、在宅医療・介護の連携を担うコーディネータ

ーを育成するための研修の実施に必要な経費に対する支援

を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修会の開催等による在宅医療の他職種連携強化及び各専

門職の資質向上 200 人 

アウトプット指標（達成

値） 

在宅医療の人材育成に係る研修会・協議会の開催：５回 

（参加人数 243 人） 

在宅医療関連施設の見学：１回 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

 地域包括ケアを担う多職種間の連携及び相互理解が強化

され、各専門職の在宅医療に関する知識や能力が向上する

ことで、円滑でより良い地域包括ケアの実現及び質の高い

在宅医療提供の一助となった。 

（２）事業の効率性 

可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事

業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す

ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
（１）在宅医療を支える体制整備 等 

事業名 【１０】訪問看護師養成研修参加支援事業 【総事業費】 
3,544 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取赤十字病院、垣田病院等 
 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療推進体制の確保に向け、在宅医療を担う訪問看護

師の育成及び確保が必要 

アウトカム指標：看護職員（訪問看護ステーション従事者）

の増（201 人(平成 26 年末)） 

事業の内容（当初計画） 訪問看護の人材育成及び人材確保を推進するため、訪問看

護師の養成研修に看護師を参加させる機関が派遣期間中の

代替職員の確保のために要する経費を支援する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

訪問看護師養成研修への参加支援 ２０人分 

アウトプット指標（達成

値） 

訪問看護師養成研修への参加支援 １３人分（１０機関） 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

本事業により、訪問看護師養成講習会参加への意識が高

まり、訪問看護師の養成につながった。 

（２）事業の効率性 

可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事

業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す

ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
（１）在宅医療を支える体制整備 等 

事業名 【１１】在宅医療推進のための看護師育成

支援事業 
【総事業費】 

30,000 千円 
事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取大学医学部附属病院 
 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療推進体制の確保に向け、在宅医療を担う訪問看護

師の育成及び確保が必要 

アウトカム指標：看護職員（訪問看護ステーション従事者）

の増（201 人(平成 26 年末)） 

事業の内容（当初計画） 在宅生活志向をもつ看護人材育成を行う鳥取大学医学部附

属病院に対して、訪問看護等人材育成研修の実施に必要な

経費に対する支援を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

訪問看護等人材育成研修を通じた訪問看護師の育成（研修

参加者７０人） 
アウトプット指標（達成

値） 

訪問看護等人材育成研修を通じた訪問看護師の育成（教育 
コース（３コース）の開始、研修受講者７２人） 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

本事業により、関係機関における在宅医療や訪問看護へ 
の理解、関心を深めるとともに、訪問看護ステーション実

習等により、訪問看護師確保に繋がる体制の整備を図り、

今後の在宅医療推進の連携強化に繋がる。 
（２）事業の効率性 

事業実施主体が看護教育を行う鳥取大学（保健学科）で 
あり、企画・実施など教育のスキームが確立されており、

質の高い人材育成を円滑に実施できた。 
 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
（１）在宅医療を支える体制整備 等 

事業名 【１２】精神科訪問看護ステーションのサ

テライト設置支援事業 
【総事業費】 

2,900 千円 
事業の対象となる区域 県西部 

事業の実施主体 養和病院訪問看護ステーション仁風荘 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

精神患者の地域移行が進む中、在宅等でも必要な精神科医

療を受けられる体制の充実が必要。 

アウトカム指標：精神病床の１日平均在院患者数の減 

（Ｈ２７～Ｈ２９で▲５０人） 

事業の内容（当初計画） 他市町村又は医療機関から遠距離の精神の訪問看護を必要

とする実態に対応するため、精神科の訪問看護を行うステ

ーションのサテライトを設置する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

精神科の訪問看護を受けることのできる地域を拡大するた

め、訪問看護ステーションのサテライトを１か所設置する。 

アウトプット指標（達成

値） 

精神科の訪問看護ステーションのサテライトを１か所開設

した。開設したサテライトの運営を軌道に乗せるための支

援を平成２８年度まで実施予定。 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 
 精神科の訪問看護ステーションのサテライトを開設する 
ことでこれまで精神科の訪問看護が不十分であった地域へ 
も訪問看護の提供量を増やすことが可能となった。 
（２）事業の効率性 
 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事 
業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す 
ることのないよう努めた。 
 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
（１）在宅医療を支える体制整備 等 

事業名 【１３】重度障がい児者地域移行支援等設

備整備事業 
【総事業費】 

35,749 千円 
事業の対象となる区域 県西部 

事業の実施主体 県立総合療育センター 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域で暮らす重度障がい児に医療ニーズが生じた場合は、

入院、短期入所、生活介護などを通じてそのニーズに応じ

た医療提供を行い、地域生活を支援する必要がある。 

アウトカム指標：地域で暮らす障がい児・者の増加 

事業の内容（当初計画） 重度障がい児者の地域移行を実施する総合療育センターに

対して、地域移行の推進に必要となる医療機器の整備を支

援する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

重度障がい児の地域移行を実施する療育機関の設備整備の

支援（１か所） 

アウトプット指標（達成

値） 

県立総合療育センターの設備整備の支援 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

重度障がい児の地域移行の重要な役割を担う県立総合療

育センターの機能向上を図ることで、重度障がい児が安心

して地域で生活できるようになる。 

（２）事業の効率性 

 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事 
業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す 
ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
（１）在宅医療を支える体制整備 等 

事業名 【１４】運転適性相談等における認知症等

早期発見対応推進事業 
【総事業費】 

8,738 千円 
事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県警察本部 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢化の一層の進展に伴い、認知症罹患者への医療・介護

サービスの提供が社会的問題となっている。居宅での生活

を長く続けるため、多くの高齢者が必ず訪れる免許センタ

ーにおける相談対応により、認知症を含めた病気を有する

方への早期発見・受診勧奨が必要となっている。 

アウトカム指標：運転適性相談件数の増加 

事業の内容（当初計画） 運転免許センターに専門職（看護師、保健師等の医療機関

の有資格者）を配置し、認知機能の低下が疑われる者等に

対し専門相談を実施し、医療機関への受診勧奨等を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

認知症等の早期発見、対応等を行うための認知症運転適性

相談の実施（９００件） 

アウトプット指標（達成

値） 

運転適性相談件数 839 件（前年 698 件 20.2％の増加） 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

本事業により、運転適性相談が前年 698 件から 839 件と 

20.2％増加し、認知症等病気を有する方へ受診勧奨を行い、

在宅での生活の維持に繋げる事ができた。 

（２）事業の効率性 

鳥取大学医学部教授が開発の監修・指導を行った「認知 

症スクリーニング機器」を活用し、また、地域包括支援セ

ンターと連携した相談対応により、相談の効率化が図られ

た。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
（１）在宅医療を支える体制整備 等 

事業名 【１５】ＮＩＣＵからの地域移行支援事業 【総事業費】 
5,996 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

NICU 利用児や小児の対応において、現在の訪問看護制度は

保健請求に制限があり、保険適応外では高額になるため、

利用が進み難い状況がある。 

アウトカム指標：乳幼児に対応した訪問看護事業所の促進

を図る。（２事業所の参加） 

事業の内容（当初計画） ＮＩＣＵ等に入院した就学前の子どもで、入院中に訪問看

護師の支援が必要と医療機関等が判断した場合、その訪問

看護師派遣費用を訪問看護事業所に対して助成を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

訪問看護師派遣費用の助成件数 ２７年度：２０件 

アウトプット指標（達成

値） 

訪問看護師派遣費用の助成件数 ２７年度：２２件 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

NICU に入院した児童が訪問看護を利用してスムーズに退

院し、在宅生活までスムーズに移行した。 

訪問看護事業所が入院時から積極的に重症心身障害児に

関わるきっかけとなり、退院前から保護者や医療機関と上

手く連携が取れた。 

（２）事業の効率性 

訪問看護事業所を含め、保護者や医療機関と上手く連携

が図れたことにより、乳幼児の地域生活移行の一助となっ

た。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
（１）在宅医療を支える体制整備 等 

事業名 【１６】訪問看護ステーション支援事業 【総事業費】 
3,680 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県看護協会 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、増加が見込まれる在宅患者等に対して、適切な医療・

介護サービスが供給できるよう訪問看護ステーションの実

態を把握し、求められる支援を提供する必要がある。 

アウトカム指標：訪問看護ステーションへのコンサルテー

ションの実施 

事業の内容（当初計画） 鳥取県全域の訪問看護ステーションを対象とした就労環境

の整備・改善のための相談業務・コンサルテーションを実

施する体制整備を支援する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

訪問看護ステーション勤務看護師の離職率（H25:13%）を

看護職の平均離職率である 8％に近づける。 

アウトプット指標（達成

値） 

訪問看護ステーション勤務看護師の離職率が 7.4％となっ

た。 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

本事業により県内の訪問看護ステーションの実態が明確

化された。 

（２）事業の効率性 

 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事

業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す

ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
（２）在宅医療（歯科）を推進するために必要な事業 等 

事業名 【１７】在宅歯科診療設備整備事業 【総事業費】 
14,501 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取市立病院、鳥取県中部歯科医師会、米子医療センター

等 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、増加が見込まれる在宅患者に対して、在宅でのＱＯ

Ｌの維持・向上を図るためには、歯科を含めた在宅医療の

提供体制の充実が必要 

アウトカム指標：在宅での死亡割合 

 

事業の内容（当初計画） 在宅歯科医療を実施する医療機関に対して在宅歯科医療の

実施に必要となる在宅歯科医療機器等の整備を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

在宅歯科医療の実施のために必要な医療機器等の充実（県

内４か所） 

アウトプット指標（達成

値） 

○訪問歯科診療用機器整備：４か所 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 
 在宅歯科診療を実施する医療機関の訪問歯科診療に必要 
な機器の整備を支援することで、地域における在宅歯科診 
療の普及・体制強化につながった。 
（２）事業の効率性 
 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事 
業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す 
ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
（３）在宅医療（薬剤）を推進するために必要な事業 等 

事業名 【１８】在宅医療（薬科）研修事業 【総事業費】 
500 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県薬剤師会 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅医療を推進するために、在宅医療に取り組んだ経験の

ない薬局に対する支援が必要である。 

アウトカム指標：在宅患者訪問薬剤管理指導届出施設の増 

事業の内容（当初計画） 通院が困難な在宅患者を訪問して薬歴管理、服薬指導、服

薬支援、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的

管理指導を行う訪問薬剤管理指導に取り組んだ経験のない

薬局に対する、在宅医療への導入研修の実施を支援する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

薬局に対する在宅医療への導入研修の実施（１回以上） 

アウトプット指標（達成

値） 

医療材料勉強会の開催：１回（参加人数５３名） 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

 在宅医療に取り組む薬局が増加し、薬剤師の在宅医療で

のスキルアップにつながった。また、地域住民や、地域包

括ケアや在宅医療に携わる他職種の方に、薬剤師の役割や

介入の効果を啓蒙することができ、在宅医療推進の一助と

なった。 

（２）事業の効率性 

可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事業

者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失する

ことのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
（３）在宅医療（薬剤）を推進するために必要な事業 等 

事業名 【１９】在宅医療（薬科）研修設備整備事

業 
【総事業費】 

14,000 千円 
事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県薬剤師会 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、在宅・施設療養により通院困難となっている患者の

増加に伴い、訪問薬剤管理指導へのニーズが高まることが

予想されており、在宅訪問業務に対応できる薬局・薬剤師

の育成が求められている。 

アウトカム指標：在宅患者訪問薬剤管理指導届出施設の増 

 

事業の内容（当初計画） 通院が困難な在宅患者を訪問して薬歴管理、服薬指導、服

薬支援、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的

管理指導を行う訪問薬剤管理指導に取り組んだ経験のない

薬局に対して、研修を行うための無菌調剤施設を備えた専

用車両を整備する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

無菌調剤施設を備えた専用車両（１台） 

アウトプット指標（達成

値） 

モバイルファーマシーの整備（１台） 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 
 モバイルファーマシーの整備により、訪問薬剤管理指導 
を行う薬剤師を確保する環境が整い、地域における在宅医 
療の体制強化につながった。 
（２）事業の効率性 
 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事 
業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す 
ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 鳥取県地域医療介護総合確保基金（施設整

備）補助金 

 

【総事業費】 
738,509 千円 

事業の対象となる区域 県東部、中部、西部 

事業の実施主体 鳥取市、倉吉市、米子市、境港市 

事業の期間 平成 27 年 7 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる体

制の構築を図る。 

アウトカム指標：住民にとって身近な日常生活圏域を単位として、介

護拠点の整備を図り、地域包括ケアシステム構築を進める。  

事業の内容（当初計画） ① 地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 
 地域密着型特別養護老人ホーム      ２９人（１カ所） 

 認知症高齢者グループホーム      １３５人（９カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所         １４５人／月分（５カ所） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  ５０人／月（２カ所） 

 

②介護施設等の開設・設置に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品

購入費等に対して助成を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域包括ケアシステム構築に向けて、地域の実情に応じた地域密着

型サービス施設等の整備を行う。 
（ア）地域密着型サービス施設等の整備への助成 
（イ）（ア）の開設準備経費等への支援 
・地域密着型特別養護老人ホーム 

    〈県西部〉 97 人 (4 か所) → 126 人 (5 か所) 

  ・認知症高齢者グループホーム  

    〈県東部〉288 人 (23 か所) → 315 人(26 か所) 

    〈県中部〉432 人 (27 か所) → 468 人(29 か所) 

    〈県西部〉507 人 (34 か所) → 579 人(38 か所) 

  ・小規模多機能型居宅介護事業所  

    〈県中部〉200 人/月分(8 か所) → 229 人/月分(9 か所) 

    〈県西部〉275 人/月分(12 か所) → 391 人/月分(16 か所) 

  ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

    〈県中部〉0人/月(0 か所) → 50 人/月(2 か所) 

アウトプット指標（達成

値） 

平成２８年度に整備中。 
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事業の有効性・効率性  

（１）事業の有効性 
小規模多機能型居宅介護事業所の整備により、地域密着型サービス提

供の場を広げ、また新たな圏域で事業所を整備することで地域偏在を

解消し、高齢者が地域において安心して生活できる体制の構築が図ら

れた。 
（２）事業の効率性 
可能な限り事業の早期または適時の着手が図られるよう事業者に対

する基金交付手続きを迅速に行い、事業効果を失することのないよう

努めた。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（１）医師の地域偏在対策のための事業 等 

事業名 【２１】鳥取県地域医療支援センター運営

事業 
 

【総事業費】 
23,289 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県、鳥取大学医学部 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、地域医療を担う医師のキャリア形成支援や医師不足

病院の支援等、医師確保対策を総合的に推進する必要があ

る。 

アウトカム指標：医師不足の解消 

事業の内容（当初計画） 地域医療に従事する医師のキャリア形成の支援と一体的に

医師不足病院への医師の配置等を行うため、地域医療支援

センターを運営する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

奨学金貸与医師へのキャリア形成支援や勤務先医療機関棟

についての助言等を行う。（５２人） 
 

アウトプット指標（達成

値） 

奨学金貸与者へのキャリア形成支援や勤務先医療機関等に

ついての助言等を行った。（医師２５人、学生４９人） 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

本事業により、奨学金貸与者に対するキャリア形成支援

体制が強化された。 

（２）事業の効率性 

特になし 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（２）診療科の偏在対策、医科・歯科連携のための事業 等 

事業名 【２２】産婦人科待機医師確保支援事業 
 

【総事業費】 
3,780 千円 

事業の対象となる区域 県西部 

事業の実施主体 山陰労災病院 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

産婦人科医師不足に伴い、産婦人科医の休養日を確保する

ことが困難な状況になっている。 

アウトカム指標：山陰労災病院の産婦人科医師数  

事業の内容（当初計画） 産婦人科医師不足を補うため、休日の産婦人科医師待機を

外部に依頼する経費を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

産科医、救急医、新生児医療担当医等の確保 
休日に勤務する産婦人科医師が不足し、診療に支障をきた

している病院の支援（１病院） 

アウトプット指標（達成

値） 

休日の産婦人科医師待機を外部に依頼することで、休養日

が確保され、病院の支援につながった。 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

 産婦人科医師不足を解消する一助となった。 

（２）事業の効率性 

可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事

業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す

ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（２）診療科の偏在対策、医科・歯科連携のための事業 等 

事業名 【２３】医科・歯科連携人材養成研修事業 【総事業費】 
1,200 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 県歯科医師会 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

－ 

アウトカム指標：－ 

事業の内容（当初計画） 医科・歯科連携を推進するため、がん患者、糖尿病患者等

と歯科との関連に係る研修会を開催し、疾病予防・疾病の

早期治療等に有用な医科・歯科の連携に関する研修会の実

施にかかる支援を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

医科・歯科連携を推進する人材育成のための研修開催（東

部・中部・西部で各１回） 
 

アウトプット指標（達成

値） 

補助制度を活用する予定であった事業者が事業を取り止め

たため、２７年度においては未実施。 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

－ 

（２）事業の効率性 

－ 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（２）診療科の偏在対策、医科・歯科連携のための事業 等 

事業名 【２４】災害時医療提供体制推進事業 【総事業費】 
3,350 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

災害医療は、それを担う人材を絶えず確保しておく必要が

あることから、人材の育成及び資質の維持・向上を図る必

要がある。 

アウトカム指標：災害時の医療体制の強化 

事業の内容（当初計画） 災害医療は、それを担う人材を絶えず確保しておく必要が

あることから、人材の育成及び資質の維持・向上を図り、

もって災害時の医療提供体制の推進・強化を図るため、災

害医療コーディネーター等を対象とした研修等を開催す

る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修受講による災害医療コーディネーターの資質の維持・

向上 ２６人 

アウトプット指標（達成

値） 

災害医療コーディネーター研修受講者（２４人） 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

本事業により人材の育成及び資質の維持・向上が図られ、

もって災害時の医療提供体制の推進・強化をにつながった。 

（２）事業の効率性 

可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事

業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す

ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（２）診療科の偏在対策、医科・歯科連携のための事業 等 

事業名 【２５】周産期医療に係わる専門的スタッ

フの養成事業 
【総事業費】 

9,619 千円 
事業の対象となる区域 県西部 

事業の実施主体 鳥取大学医学部附属病院 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県の周産期医療の最後の砦として厳しい労働環境の中で

勤務する総合周産期母子医療センターの医療スタッフの負

担軽減を図り、県内で必要な周産期医療の提供体制を確保

していくことが必要。 

アウトカム指標：周産期死亡率の減 

事業の内容（当初計画） 鳥取大学医学部附属病院の総合周産期母子医療センターの

医療スタッフが行ってきた事務の一部を代行する医療ソー

シャルワーカー、臨床心理士等の確保を図る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

総合周産期母子医療センターの医療スタッフの負担を軽減

するための MSW、臨床心理士、保育士の確保。（各１名） 

アウトプット指標（達成

値） 

総合周産期母子医療センターにおいて MSW、臨床心理士、

保育士を確保した。（各１名） 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 
 MSW、臨床心理士、保育士を確保することで、総合周産 
期母子医療センターの医療スタッフの負担軽減を図ること 
ができ、県内の周産期医療体制の維持につながった。 
（２）事業の効率性 
 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事 
業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す 
ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（３）女性医療従事者支援のための事業 等 

事業名 【２６】鳥取県立歯科衛生専門学校学生確

保事業 
【総事業費】 

2,500 千円 
事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県（鳥取県歯科医師会へ委託） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

近年の定員割れに加えて、平成２７年４月開校の医療系学

校との学生の取り合い等、これまで以上に学生確保に力を

入れる必要がある。 

アウトカム指標：歯科衛生士の増加 

事業の内容（当初計画） 県民の歯と口腔の健康づくりをサポートできる歯科衛生士

の育成のため、鳥取県立歯科衛生専門学校の学生確保のた

めの PR 活動を実施する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

鳥取県立歯科衛生専門学校の学生確保（一学年定員３６名

の確保） 
 

アウトプット指標（達成

値） 

未定（平成２８年１１月以降に入学試験を実施予定） 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

本校オープンキャンパスへの参加者が増加した。 

（２）事業の効率性 

可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事

業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す

ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（４）看護職員等の確保のための事業 等 

事業名 【２７】認定看護管理者研修参加支援事業 【総事業費】 
5,000 千円 

事業の対象となる区域 県東部 

事業の実施主体 県立中央病院、鳥取医療センター、鳥取市立病院 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

より質の高い組織的看護サービスの提供及び看護職員が働

き続けられる職場環境改善を図るため、認定看護管理者の

養成が必要である。 

アウトカム指標： 

事業の内容（当初計画） 認定看護管理者の配置を促進することにより、質の高い組

織的看護サービスの提供及び看護職員が働き続けられる職

場環境改善を図るため、認定看護管理者の養成に係る経費

の助成を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

認定看護管理者の配置促進（認定看護管理者研修への参加

者 １０人） 
アウトプット指標（達成

値） 

認定看護管理者の配置促進（認定看護管理者研修への参加

者 ３人） 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

認定看護管理者の配置を促進することにより、質の高い

組織的看護サービスの提供及び看護職員が働き続けられる

職場環境改善が図られた。 

（２）事業の効率性 

 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事

業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す

ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（４）看護職員等の確保のための事業 等 

事業名 【２８】看護職員災害ボランティア研修開

催支援事業 
【総事業費】 

1,330 千円 
事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県看護協会 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

災害に対応可能な看護活動の体制づくりを行う必要があ

る。 

アウトカム指標：災害対応可能なナースの育成 

事業の内容（当初計画） １．災害看護活動の体制作りと連携強化 
全国災害看護担当者会議への参加 

２．災害看護に関する会員の資質向上 
・衛星通信研修(災害医療と看護-基礎編) 
・災害支援ナース育成研修(養成編) 
・災害医療研修への参加 

３．看護職 OB 等による、災害時地域ボランティア組織の

立ち上げおよびネットワークの構築 
 ・連絡会各 3 地区 2 回実施＝6 回、研修会 1 回（ﾎﾞﾗﾝﾃィ

ｱ講師) 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

災害時の看護職員ボランティアの確保 
災害看護研修の受講による看護師の災害医療に関する技能

向上 ３０人 
アウトプット指標（達成

値） 

災害支援ナースの登録数の増 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

 本事業により、災害支援ナースの数が増加し、災害に備 

える体制が強化できた。 

（２）事業の効率性 

可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事

業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す

ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（４）看護職員等の確保のための事業 等 

事業名 【２９】認定看護師養成研修事業 【総事業費】 
980 千円 

事業の対象となる区域 県西部 

事業の実施主体 鳥取大学医学部附属病院 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

特定の看護分野において、より質の高い看護を実践できる

認定看護師の育成が必要。 

アウトカム指標：県内の看護現場における看護の質の向上 

事業の内容（当初計画） 鳥取大学医学部附属病院看護師キャリアアップセンターが

行う認定看護師教育課程の実施に必要な経費に対する支援

を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

県内の認定看護師の増（１０人程度） 

アウトプット指標（達成

値） 

認定看護師（乳がん看護分野）の増（３人） 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

 水準の高い看護実践が出来る認定看護師が育成され、県

内の看護現場における看護の質の向上が図られた。 

（２）事業の効率性 

 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事

業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す

ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（４）看護職員等の確保のための事業 等 

事業名 【３０】看護職員の質の向上支援事業 【総事業費】 
1,142 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県（鳥取大学へ委託） 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内の看護師養成所における看護教育の質のばらつきが生 

じないよう、看護教育の質の向上を図り、在宅医療で求め 

られる質の高い看護師の育成に努める必要がある。 

アウトカム指標：全県内看護師養成所（１０機関）の看護

師国家試験等の合格率（１００％） 

事業の内容（当初計画） 鳥取大学にて 2 日間程度の研修を受講する。全体会及び教

育課程毎に分けた部会の二部構成での実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

修対象者（５年未満教員） ３０人受講 
 

アウトプット指標（達成

値） 

研修対象者 ３８人受講 
 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

本事業により、看護教育のスキルを会得し看護教育の理

解が深まり、看護教員における看護の質の向上が図れた。 

（２）事業の効率性 

事業実施を、看護教育を行う鳥取大学（保健学科）に委 
託することにより、企画・実施など質の高い人材育成を円

滑に実施できた。 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（４）看護職員等の確保のための事業 等 

事業名 【３１】看護補助者の活用のための看護師

管理者研修事業 
【総事業費】 

4,000 千円 
事業の対象となる区域 県東部、県西部 

事業の実施主体 鳥取赤十字病院、米子医療センター等 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

継続した医療提供体制の確保に向け、質の高い医療・介護

人材を育成・定着 

アウトカム指標：看護職員の増（5,724 人(平成 27 年末)） 

事業の内容（当初計画） 看護補助者を効果的に活用して看護師の負担軽減を図るた

め、県内病院の約半数に相当する２０病院で管理者への研

修を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

看護管理者の看護補助者活用能力の向上のための研修実施

（県内病院の約半数に相当する２０病院） 

アウトプット指標（達成

値） 

看護管理者の看護補助者活用能力の向上のための研修実施

（１病院） 
 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

看護管理者が医療現場で看護補助者をより効果的に活用

するための知識や方法について理解を深め、看護補助者を

活用する仕組みや体制を構築する能力を身につけること等

により、提供する医療の質の向上、医療安全の確保が図ら

れた。 

（２）事業の効率性 

 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事

業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す

ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（４）看護職員等の確保のための事業 等 

事業名 【３２】薬剤師不足に対応するための自動

錠剤供給機整備事業 
【総事業費】 

3,490 千円 
事業の対象となる区域 県東部 

事業の実施主体 岩美病院 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療の質の向上及び医療安全の確保の観点から、薬剤管理

指導等、病棟における薬剤師の活用が望まれており、調剤

業務における薬剤師の負担軽減が求められている。 

アウトカム指標：薬剤師の不足数の減 

事業の内容（当初計画） 薬剤師の業務負担の軽減を図るための自動錠剤供給機を導

入する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

病院薬剤師の業務負担軽減 
自動錠剤供給機の整備により薬剤師が不足している病院を

支援する。（１か所） 

アウトプット指標（達成

値） 

自動錠剤供給機の整備（１か所） 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 
 自動錠剤供給機の整備（１か所、１台）により薬剤師が 
不足している病院の職員の負担軽減つながった。 
（２）事業の効率性 
 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事 
業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す 
ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（５）医療従事者の勤務環境改善のための事業 等 

事業名 【３３】病児・病後児等保育運営事業 【総事業費】 
153,000 千円 

事業の対象となる区域 県西部 

事業の実施主体 鳥取大学医学部附属病院 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

継続した医療提供体制の確保に向け、質の高い医療・介護

人材を育成・定着 

アウトカム指標：看護職員の増（5,724 人(平成 27 年末)） 

事業の内容（当初計画） 病児・病後児保育の環境整備により医療従事者の離職防止

の推進を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

病児・病後児等保育施設の整備、運営（１か所）（事業番号

３６とあわせて実施） 
アウトプット指標（達成

値） 

補助制度を活用する予定であった事業者が事業を取り止め

たため、２７年度においては未実施。 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 
－ 

（２）事業の効率性 
－ 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（５）医療従事者の勤務環境改善のための事業 等 

事業名 【３４】病院内保育所運営事業 【総事業費】 
25,798 千円 

事業の対象となる区域 県西部 

事業の実施主体 山陰労災病院、博愛病院 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

継続した医療提供体制の確保に向け、質の高い医療・介護

人材を育成・定着 

アウトカム指標：看護職員の増（5,724 人(平成 27 年末)） 

事業の内容（当初計画） 子育て中の看護職員や女性医師等が安心して働くことがで

きるようにするとともに、県内の看護職員等の離職防止を

図るための病院内保育所の運営を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

子育て中の看護職員や女性医師が安心して働くことができ

る環境の確保（県内２か所） 

アウトプット指標（達成

値） 

病院内保育所運営事業の実施（６病院） 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

本事業により病院内保育所の運営費を補助することによ

り、継続的な保育所運営に寄与し、看護師等の離職防止、

再就業支援が図られている。 

（２）事業の効率性 

 多くの病院で保育所運営を専門事業者へ外部委託し、効

率的な運営を行うよう努めている。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（５）医療従事者の勤務環境改善のための事業 等 

事業名 【３５】病院内保育所施設設備整備事業 【総事業費】 
18,500 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県西部 

事業の実施主体 鳥取赤十字病院 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

継続した医療提供体制の確保に向け、質の高い医療・介護

人材を育成・定着 

アウトカム指標：看護職員の増（5,724 人(平成 27 年末)） 

事業の内容（当初計画） 院内で雇用している医療従事者の働きやすさの確保や離職

防止を推し進めるため、病院内保育所に係る所要の施設・

設備整備を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

病院内保育所の定員数の増（２２人増） 

アウトプット指標（達成

値） 

病院内保育所の定員数の増（１２人増） 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

本事業により病院内保育所が設置され、看護師等の離職

防止、再就業支援が図られている。 

（２）事業の効率性 

可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事 
業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す 
ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（５）医療従事者の勤務環境改善のための事業 等 

事業名 【３６】病児・病後児等保育施設設備整備

事業 
【総事業費】 
150,000 千円 

事業の対象となる区域 県西部 

事業の実施主体 鳥取大学医学部附属病院 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

継続した医療提供体制の確保に向け、質の高い医療・介護

人材を育成・定着 

アウトカム指標：看護職員の増（5,724 人(平成 27 年末)） 

事業の内容（当初計画） 院内で雇用している医療従事者の働きやすさの確保や離職

防止を推し進めるため、２４時間保育及び病児・病後児保

育を実施するための施設・設備整備を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

病児・病後児等保育施設の整備、運営（１か所）（事業番号

３３とあわせて実施） 
 

アウトプット指標（達成

値） 

補助制度を活用する予定であった事業者が事業を取り止め

たため、２７年度においては未実施。 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 
－ 

（２）事業の効率性 
－ 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
（５）医療従事者の勤務環境改善のための事業 等 

事業名 【３７】新生児医療担当医確保支援事業 【総事業費】 
1,700 千円 

事業の対象となる区域 県西部 

事業の実施主体 鳥取大学医学部附属病院 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

職務の複雑さや就労環境等が特殊なことから、小児科医師

不足が懸念されている。 

アウトカム指標：鳥取大学医学部附属病院における小児科

医師数（38.4 人(H27.1.1)→36.7 人(H28.1.1)） 

事業の内容（当初計画） ＮＩＣＵにおいて新生児を担当する医師の処遇改善を目的

として支給されるＮＩＣＵに入院する新生児に応じて支給

される手当（新生児担当医手当）を支給する医療機関に対

して補助する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

新生児医療担当医の処遇改善による周産期医療体制の確保

（新生児医療担当医手当を支給件数 １００件） 

アウトプット指標（達成

値） 

新生児医療担当医手当支給件数 １１７件 

 

 

 

事業の有効性・効率性 

（１）事業の有効性 

新生児医療担当医の処遇改善を図ることにより、小児科

医の確保の一助となった。 

（２）事業の効率性 

可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう事

業者に対する基金交付手続き迅速に行い、事業効果を失す

ることのないよう努めた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）基本整備 

（中項目）基盤整備 

（小項目）介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等） 
事業名 【１】介護人材確保対策連携強化事業（協

議会設置等）  
【総事業費】 

450 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 平成 27 年 7 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 H37 年 12,193 人(H24 10,097

人) 

事業の内容（当初計画） 介護人材確保に向けた関係機関、団体との連携・協働の推

進（協議会の開催） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

関係機関等との役割分担・連携等を進める協議会の開催 

年３回 

アウトプット指標（達成

値） 

介護人材確保対策協議会の開催 年１回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 介護の事業者団体、職能団体、養成施設、福祉人材セン

ター、介護労働安定センター、労働局、県商工労働部、県

教育委員会等が出席する協議会の開催により、現状の取組

や課題、重点的に取り組むべき内容等について関係者間で

情報共有し、今後の役割分担や連携等が確認できた。 
（２）事業の効率性 
 既存の県附属機関に協議会を設置し、検討内容に応じ関

係機関や有識者にオブザーバー参加してもらう方法によ

り、効率的な執行ができたと考える。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）基本整備 

（中項目）基盤整備 

（小項目）人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度実

施事業 
事業名 【２】人材育成等に取り組む事業所の認証

評価制度実施事業  
【総事業費】 

300 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 平成 27 年 7 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 H37 年 12,193 人(H24 10,097

人) 

事業の内容（当初計画） 介護人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度の制度設

計の着手 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

制度創設に向けた会議の開催 年２回 

アウトプット指標（達成

値） 

介護人材確保対策協議会の開催 年１回 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 介護の事業者団体、職能団体、養成施設、福祉人材セン

ター、介護労働安定センター、労働局、県商工労働部、県

教育委員会等が出席する協議会において、認証評価制度創

設に向けて連携を強化できた。 
（２）事業の効率性 
 介護人材確保対策協議会において当制度を検討し、効率

的な執行ができたと考える。 
その他  

 

 



   

47 
 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕

事の理解促進事業 
事業名 【３】地域住民や学校の生徒に対する介護

や介護の仕事の理解促進事業 
【総事業費】 
11,039 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県老人福祉施設協議会、社会福祉法人鳥取県社会福祉

協議会、オールジャパンケアコンテスト実行委員会、ケア

メンサミット in とっとり実行委員会、鳥取県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 H37 年 12,193 人(H24 10,097

人) 

事業の内容（当初計画） ・中学生とその親を対象とした介護職に対するイメージ調査 

・中学生による介護ロボット装着体験 

・学校の進路担当職員向け介護の仕事説明会 

・介護の魅力発信事業（ＤＶＤ制作、職場説明プログラム作成） 

・地域住民や小中学校の生徒に対する介護教室 

・介護サービスの質の向上支援事業（介護技術コンテスト、講演会） 

・ケーブルテレビを活用した介護家族の負担軽減、介護の仕事紹介

事業 

・ケアメンサミット inとっとり～介護退職ゼロ作戦フォーラムの開

催 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・中学生と親に対する介護職イメージの把握（３地区調査 150～300

人） 

・介護ロボット装着体験による介護や介護職に対する理解促進（中

学校３校） 

・進路担当職員向け説明会開催による介護や介護職に対する理解促

進（３地区） 

・地域住民や学童クラブ等対象の介護教室による介護や介護の仕事

理解促進（5か所、参加者 150 名） 

・介護技術コンテスト開催による介護や介護の仕事の理解促進事業
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（来場者 2,000 名） 

・中高生対象介護魅力発信ＤＶＤ及び介護職場広報プログラム映像

制作、ケーブルテレビを活用による介護や介護の仕事の理解促進 

・仕事と介護が両立できるよう、男性介護者への支援について理解

促進（来場者 500 名） 

アウトプット指標（達成

値） 

・中学生と親に対する介護職イメージの把握（３校、48 家庭回答） 

・介護ロボット装着体験（中学校３校、教員・生徒約 200 人参加） 

・進路担当職員向け説明会開催（３地区、高校 14校参加） 

・介護技術コンテスト開催（選手 120 人、ｺﾝﾃｽﾄ見学・講演聴講の一

般来場者約 2,500 名） 

・ケーブルテレビによる広報（15分番組制作、３局 59回放送） 

・中高生対象介護魅力発信ＤＶＤ制作 ※平成 28年度完成、配布 

・ケアメンサミット開催  ※平成 28年度実施 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標： 

（１）事業の有効性 
 県の事業とあわせ、介護の事業者団体、県社協、実行委

員会等の取組を支援することにより、地域住民の介護や介

護の仕事の理解促進につながっていると考えられる。 
（２）事業の効率性 
 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう、

事業者団体に対する基金交付手続き等迅速に行い、事業効

果を失することのないよう努めた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）若者・女性・高齢者など多様な世代を対象とし

た介護の職場体験事業 
事業名 【４】若者・女性・高齢者など多様な世代

を対象とした介護の職場体験事業 
【総事業費】 

3,958 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会、鳥取県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 H37 年 12,193 人(H24 10,097

人) 

事業の内容（当初計画） ・シニアの介護ボランティア体験 

・夏休みにおける中高生の介護の仕事体験 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・シニアの介護ボランティア体験参加者 １００名 

・中高生の介護職場体験参加者 １００名 

アウトプット指標（達成

値） 

・シニアの介護ボランティア体験参加者 １７名 

・中高生の介護職場体験参加者 ９５名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 シニア層や中高生の現場での介護体験により、シニアの

活動や中高生の進路の一つとして介護職員の参入促進につ

ながっていると考えられる。 
（２）事業の効率性 
 ボランティア育成・体験のノウハウを持つ県社協に委託

するとともに、事業者団体や県教育委員会等の協力による

中高生体験を行い、効率的な執行ができた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）助け合いによる生活支援の担い手の養成事業 
事業名 【５】助け合いによる生活支援の担い手の

養成事業 
【総事業費】 

1,210 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 

事業の期間 平成 27 年 7 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 H37 年 12,193 人(H24 10,097

人) 

事業の内容（当初計画） あなたの生涯現役を応援します事業（シニアボランティア

の育成） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

シニアボランティアの育成 ８０人 

 

アウトプット指標（達成

値） 

シニアボランティアの育成 ２３人 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 シニアボランティアの育成により、元気高齢者が地域の

担い手として要支援者を支える地域づくりにつながってい

ると考えられる。 
（２）事業の効率性 
 ボランティア育成・体験のノウハウを持つ県社協への委

託により効率的な執行ができた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）参入促進のための研修支援 

（小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 
事業名 【６】介護未経験者に対する研修支援事業 【総事業費】 

9,227 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 南部箕蚊屋広域連合、鳥取県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 H37 年 12,193 人(H24 10,097

人) 

事業の内容（当初計画） ・住民対象の介護職員初任者研修資格取得支援 

・子育て世代等の参入促進（短時間勤務者への研修支援） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・地域住民の介護職員初任者研修修了者数 45 人 

・短時間労働者の介護職員初任者研修の修了 50 人 

アウトプット指標（達成

値） 

・地域住民の介護職員初任者研修修了者数 ８人 

・短時間労働者の介護職員初任者研修の修了 １人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 介護職員初任者研修の受講支援により、基本的な介護ス

キルを身に付けた人材の増加につながった。 
（２）事業の効率性 
 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう、

事業者団体に対する基金交付手続き等迅速に行い、事業効

果を失することのないよう努めた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じた

マッチング機能強化事業 
事業名 【７】多様な人材層（若者・女性・高齢者）

に応じたマッチング機能強化事業 
【総事業費】 

7,207 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 H37 年 12,193 人(H24 10,097

人) 

事業の内容（当初計画） ・就職フェアの実施 

・進路選択学生支援事業 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・就職フェアを通じた就職者数 100 人 

・高校生の就職相談会の開催等による進路選択の支援 

アウトプット指標（達成

値） 

・就職フェアを通じた就職者数 37 人（参加者 141 人） 

・高校生の就職相談会の開催等  

進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 3 地区 7名、職場見学ﾂｱｰ 2 地区 11 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 介護事業所のプレゼンや採用担当者との個別面談コーナ

ーを設置した就職フェアの開催等により、参入促進につな

がった。 
（２）事業の効率性 
 福祉人材センターを運営する県社協への委託により、求

職者及び求人事業所をマッチングさせる無料職業紹介と一

体的に、効率的な執行ができた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ

研修 
事業名 【８】多様な人材層に対する介護人材キャ

リアアップ研修 
【総事業費】 
65,868 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会、鳥取県老人保健施設

協会、介護職員や小規模事業所のグループ、鳥取県小規模

多機能型居宅介護事業所連絡会、一般社団法人鳥取県作業

療法士会、鳥取県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 H37 年 12,193 人(H24 10,097

人) 

事業の内容（当初計画） ・介護人材育成強化事業（介護技術研修） 

・在宅強化型老人保健施設への転換を通じた教育支援事業 

・介護職員等の喀痰吸引等研修事業、 

・介護職員、小規模事業所グループの支援 

・介護職場で働く看護職員研修事業、 

・介護専門職研修事業 

・介護職員の事業所全体レベルアップ事業 

・小規模多機能型居宅介護事業所職員向け多職種連携研修事業 

・作業療法士に対するチームケアリーダー育成研修事業 

・リハビリテーションクリティカルパスを通じた人材育成事業 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・指導的職員への介護技術研修受講者 160 人 

・喀痰吸引等を安全に行うことができる介護職員等の養成 1,300
人 
・喀痰吸引等研修の講師となり得る看護師等の養成 160 人 
・小規模事業所や介護職員グループのキャリアアップ ５グループ 
・介護職場の看護職員の育成 50 人、介護職の専門的スキルの向上 

3,000 人 
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・介護職員の事業所全体レベルアップ研修 100 人 
・小規模多機能型居宅介護事業所職員向け多職種連携研修受講者 

100 人 
・作業療法士に対するチームケアリーダーの育成 50 人 
・老人保健施設の在宅復帰率向上研修やリハビリテーションクリテ

ィカルパスを通じた介護職員のキャリアアップ 

アウトプット指標（達成

値） 

・指導的職員への介護技術研修 2回、受講者 44人 

・喀痰吸引等を安全に行うことができる介護職員等の養成 205 人 
・喀痰吸引等研修の講師となり得る看護師等の養成 69 人 
・小規模事業所や介護職員グループのキャリアアップ 1 グループ 
・介護職場の看護職員研修 2 回、受講者 39 人 
介護職の専門的スキル向上研修 51 回、受講者のべ 1,569 人 

・介護職員の事業所全体レベルアップ研修 8 回、受講者 188 人 
・小規模多機能型居宅介護職員向け多職種連携研修 受講者 46 人 
・作業療法士に対するチームケアリーダー育成 研修 3 回、のべ 221
人 
・老人保健施設の在宅復帰率向上研修やリハビリテーションクリテ

ィカルパスを通じた研修 受講者 95 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 県の事業とあわせ、県社協、介護の事業者団体、職能団

体等の取組を支援することにより、介護職員等の資質向上

につながった。 
（２）事業の効率性 
 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう、

事業者団体に対する基金交付手続き等迅速に行い、事業効

果を失することのないよう努めた。 
その他  

 

  



   

55 
 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ

研修 

キャリア段位制度に対するアセッサー育成に関する事業 
事業名 【９】多様な人材層に対する介護人材キャ

リアアップ研修（キャリア段位制度に対す

るアセッサー育成に関する事業） 

【総事業費】 
2,144 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県老人保健施設協会 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 H37 年 12,193 人(H24 10,097

人) 

事業の内容（当初計画） アセッサーを育成する事業所に講習受講料の支援 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

アセッサーを育成する事業所 40 施設 

アウトプット指標（達成

値） 

アセッサーを育成する事業所 9 施設 (ｱｾｯｻｰ 10 名養成) 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 アセッサー講習の受講料支援により、アセッサー育成が

促進された。 
（２）事業の効率性 
 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう、

事業者団体に対する基金交付手続き等迅速に行い、事業効

果を失することのないよう努めた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ

研修 

介護支援専門員資質向上事業 
事業名 【１０】多様な人材層に対する介護人材キ

ャリアアップ研修（介護支援専門員支援事

業） 

【総事業費】 
36,275 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県介護支援専門員連絡協議会、社会福祉法人鳥取県社

会福祉協議会、鳥取県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 H37 年 12,193 人(H24 10,097

人) 

事業の内容（当初計画） ・初任段階介護支援専門員支援事業 

・介護支援専門員連絡協議会によるケアプラン点検支援事

業 

・ケアプラン点検支援事業 

・介護支援専門員研修実施事業 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・ケアプラン点検による介護支援専門員のキャリアアップ 

・初期段階の介護支援専門員の実務能力の向上 ６０人 

・介護支援専門員の能力の保持、向上 ８３０人 

・必要な知識・技能を有する介護支援専門員の養成 ６００人 

・地域包括ケアの中心となるための介護支援専門の知識及び技術を

向上、保持 １４０人 

アウトプット指標（達成

値） 

・初期段階の介護支援専門員の実務能力の向上 基礎研修 46 人 

・介護支援専門員の能力の保持、向上 更新研修 168 人 

・必要な知識・技能を有する介護支援専門員の養成 実務研修 268

人 

・地域包括ケアの中心となるための介護支援専門の知識及び技術を

向上、保持 主任研修 50人 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 県社協及び介護支援専門員協会による法定研修やケアプ

ラン点検の実施等により、地域全体の介護支援専門員の資

質向上につながった。 
（２）事業の効率性 
 法定研修を行うとともに、介護支援専門員協会の事務局

を置く県社協により、効率的な実施ができた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）潜在有資格者の再就業支援 

（小項目）潜在介護福祉士の再就業促進事業 
事業名 【１１】潜在介護福祉士の再就業促進事業 【総事業費】 

194 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 H37 年 12,193 人(H24 10,097

人) 

事業の内容（当初計画） 介護福祉士等の潜在有資格者の再就業に係る制度の調査・

研究 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

潜在介護福祉士の再就業促進 

アウトプット指標（達成

値） 

再就業促進に向けた調査回答数：介護事業所の人事・採用

担当者 47/120 人、介護福祉士 48/120 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 離職した介護福祉士の再就業を促す「福祉有資格者登録

制度」等について事業所や有資格者からの意見・要望を聞

き、制度の周知状況、介護現場に再就職する際の支援ニー

ズ等が把握できた。 
（２）事業の効率性 
 福祉人材センターを運営する県社協への委託により、効

率的な調査が実施できた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事

業 
事業名 【１２】認知症ケアに携わる人材の育成の

ための研修事業 
【総事業費】 

12,189 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 平成 27 年 7 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：認知症初期集中支援チーム及び認知症地

域支援推進員の設置 平成 29 年度末までに全市町村 

事業の内容（当初計画） ・病院勤務の医療従事者（看護師、理学療法士等）研修 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修、認知症サポート医養成研修、

認知症サポート医フォローアップ研修 

・認知症対応型サービスにおける研修（開設者・管理者・計画作成

担当者）、認知症介護指導者フォローアップ研修 

・認知症初期集中支援チーム員研修 

・認知症地域支援推進員研修 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・病院勤務の医療従事者研修修了者 140 名 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者 80名、認知症サポート

医養成 10 名、認知症サポート医フォローアップ研修 20 名・認知

症対応型サービスにおける開設者研修 30 名、管理者研修 160 名、

計画作成担当者研修 95名、認知症介護指導者フォローアップ研修

5名 

アウトプット指標（達成

値） 

・病院勤務の医療従事者研修修了者 161 名 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者 38名、認知症サポート

医養成 10 名、認知症サポート医フォローアップ研修 21 名・認知

症対応型サービスにおける開設者研修 15 名、管理者研修 75 名、

計画作成担当者研修 29名、認知症介護指導者フォローアップ研修

2名 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 研修会の開催、中央研修への派遣等により認知症初期集

中支援チームの体制整備が図られるとともに、認知症高齢

者に対するケアの向上につながっていると考えられる。 
（２）事業の効率性 
 医師会、看護協会等職能団体等に委託することにより、

効率的な執行ができる。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・

資質向上事業 
事業名 【１３】地域包括ケアシステム構築に資す

る人材育成・資質向上事業 
【総事業費】 

4,877 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 米子市、鳥取県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：地域ケア会議の実施、生活支援コーディ

ネーターの配置 全市町村 

事業の内容（当初計画） ・米子市における地域ケア会議活用推進事業（研修） 

・地域ケア会議活用推進事業（広域支援員・専門職の派遣、

実務者研修） 

・地域包括支援センター支援事業（新任職員研修、連携強

化研修等） 

・生活支援コーディネーター養成研修 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・地域包括支援センター職員の資質向上 

・地域包括支援センター及び関係多職種のネットワーク構

築 

・生活支援コーディネーターの養成４人、 指導者の養成

３人 

アウトプット指標（達成

値） 

・地域包括支援センター職員の資質向上  

 初任者研修 受講者 43 人、 

 地域ｹｱ会議への広域支援員・専門職派遣 のべ 51 回、 

地域ｹｱ会議実務者研修 受講者 55 人 

・地域包括支援センター及び関係多職種のネットワーク構

築研修 3 地区、受講者 381 人 

・生活支援コーディネーターの養成研修 受講者 68 人、 

指導者養成の中央研修 受講者 2人 



   

62 
 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 地域ケア会議広域支援員の派遣、研修会の開催等により、

地域包括支援センター職員等の資質向上につながった。 
（２）事業の効率性 
 相談支援業務のノウハウを持つ団体への委託により、効

率的な研修が実施できた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）権利擁護人材育成事業 
事業名 【１４】権利擁護人材育成事業 【総事業費】 

4,504 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県西部 

事業の実施主体 鳥取市、米子市 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：市民後見人配置による高齢者支援 各圏

域（東・中・西部）  

事業の内容（当初計画） ・鳥取市市民後見人養成事業 

・米子市市民後見推進事業 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・市民後見人の養成 15 人 

・成年後見制度の普及シンポジウム参加者 300 人 
アウトプット指標（達成

値） 

・市民後見人の養成 49 人 

・成年後見制度の普及シンポジウム参加者 125 人 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 市民後見人養成やシンポジウム開催により、成年後見制

度の体制整備、利用促進につながったと考えられる。 
（２）事業の効率性 
 小規模市町村が単独で実施することが困難ことより、２

市において周辺市町村の住民も参加可能とし、効率的な執

行ができた。 
その他  

 

  



   

64 
 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）介護予防の推進に資する OT、PT、ST 指導者育成

事業 
事業名 【１５】介護予防の推進に資する OT、PT、

ST 指導者育成事業 
【総事業費】 

5,643 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 一般社団法人鳥取県作業療法士会、一般社団法人鳥取県理

学療法士会、一般社団法人山陰言語聴覚士協会（鳥取県言

語聴覚士会） 

事業の期間 平成 27 年 7 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：地域リハビリテーション活動支援事業の

実施 全市町村 

事業の内容（当初計画） ・生活行為向上マネジメント（リハビリテーション）スキ

ルアップ研修 

・理学療法士を対象とした地域包括ケア・介護予防推進リ

ーダー研修会 

・言語聴覚士を対象とした地域ケア会議・講師派遣養成講

座 

・介護予防推進に資する療法士指導者育成事業 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・生活行為向上マネジメント（リハビリテーション）研修 

300 人 

・理学療法士の地域包括ケア推進リーダーの養成 100 人 

・理学療法士の介護予防推進リーダーの養成 100 人 

・理学療法士会の講師、指導者の養成 2 人 

・言語聴覚士の地域ケア会議助言者・講師の養成 50 人 
・介護予防の推進に資する療法士指導者の育成 50 人 

アウトプット指標（達成

値） 

・生活行為向上マネジメント研修 5 回、のべ 210 人参加 

・理学療法士の地域包括ケア推進リーダーの養成 11 人 

・理学療法士の介護予防推進リーダーの養成 11 人 

・理学療法士会の講師、指導者の養成 2 人 
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・言語聴覚士の地域ケア会議助言者・講師の養成 18 人 
・介護予防の推進に資する療法士指導者の育成研修 3 回、

のべ 165 人参加 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 リハビリ職能団体による研修会開催により、職種に適し

た介護予防推進のための指導者育成ができた。 
（２）事業の効率性 
 可能な限り事業の早期又は適時の着手が図られるよう、

事業者団体に対する基金交付手続き等迅速に行い、事業効

果を失することのないよう努めた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）人材育成力の強化 

（小項目）新人介護職員に対するエルダー・メンター制度

等導入支援事業 
事業名 【１６】新人介護職員に対するエルダー・

メンター制度等導入支援事業 
【総事業費】 

4,498 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 H37 年 12,193 人(H24 10,097

人) 

事業の内容（当初計画） 働きやすい職場づくりに向けた階層別研修事業 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

働きやすい職場づくりのための階層別研修受講者 330 人 

アウトプット指標（達成

値） 

働きやすい職場づくりのための階層別研修受講者  

４ｺｰｽ 330 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 初任者、中堅職員、チームリーダー、管理職員を対象と

した階層別研修の開催により、働きやすい職場づくりにつ

ながったと考えられる。 
（２）事業の効率性 
 福祉人材センターを運営する県社協への委託により、効

率的な執行ができた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進

事業 
事業名 【１７】管理者等に対する雇用管理改善方

策普及・促進事業 
【総事業費】 

8,865 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会、鳥取県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 H37 年 12,193 人(H24 10,097

人) 

事業の内容（当初計画） ・女性が安心して働くための雇用管理改善方策普及・促進

事業 

・定着しやすい職場づくりに向けた職場環境改善研修事業 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・キャリア支援員の事業所訪問による支援 200 事業所 

・定着しやすい職場づくりに向けた職場環境改善研修参加

者 400 人 

アウトプット指標（達成

値） 

・キャリア支援員の事業所訪問による支援  2 事業所 

・定着しやすい職場づくりに向けた職場環境改善研修参加

者 139 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 社会保険労務士派遣による専門相談の実施、職場づくり

研修会等により、職場環境改善につながったと考えられる。 
（２）事業の効率性 
 福祉人材センターを運営する県社協の実施により、効率

的な執行ができた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）ボランティアとシルバー人材センター等の連携

強化事業 
事業名 【１８】「新たな介護を支える“結(ゆい)”

ボランティア(仮称)」創出モデル事業 
【総事業費】 

4,200 千円 

事業の対象となる区域 県東部、県中部、県西部 

事業の実施主体 鳥取県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続け

られるよう、介護従事者の確保・勤務環境改善、在宅医療・

介護連携の推進、地域の多様な人材の育成等、「地域包括ケ

アシステムの構築」を図る。 

アウトカム指標：介護職員数 H37 年 12,193 人(H24 10,097

人) 

事業の内容（当初計画） 介護施設でのボランティア活動に関する基礎講座､体験活

動、受入施設との意見交換 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

介護施設ボランティア基礎講座参加者 120 人(３回)、 

受入施設５ 

アウトプット指標（達成

値） 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

観察できなかった 

観察できた      →  指標：  

（１）事業の有効性 
 
（２）事業の効率性 
 

その他  

 

 
 
 

 


